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２．案件登録

２－１各受付期間等の設定

開札予定日時は、入札書受付締切予定日時の翌日を標準とするものとする。

内訳書開封予定日時は、事前準備に要する最低時間を勘案し、時間設定をする。

その他の期間等日時の設定にあたっては、各入札方式とも従来の紙入札における運用

に準じて設定するものとする。

２－２公告日／公示日以降の案件の修正及び手順

公告日及び公示日以降において、案件登録情報のうち、所在地・品目分類・入札方式・

工種区分・落札方式・評価項目名称・工事コンサル区分・内訳書提出有無について錯誤が

認められた場合には、以下の手順によりすみやかに案件の再登録を行うものとする。

、 。①錯誤案件に対して技術資料等の提出が行われるのを防ぐため 締切日時の変更を行う

（修正例：受付開始日時13:00 同締切日時13:01）

②件名に追記入力した修正登録を行い、錯誤案件である旨を入札参加者に示す。

（修正例： 本案件は、登録錯誤につき取り消し、同一案件名称により再登録 ）「 」

③新規の案件として改めて登録する。

④既に技術資料の提出があった入札参加者に対しては、確実に連絡の取れる方法で連絡

を行い、改めて登録した案件に対して技術資料を送信するように依頼する。

２－３紙入札への切替時の処理

特段の事情により発注者が当該案件を電子入札から紙入札へ切替えるに至った場合に

は、当該案件名に「 紙入札に移行 」と追記変更し、以降当該案件にかかる電子入札シ（ ）

ステム処理を行わないものとする。


